
暮
ら
し
の
お
知
ら
せ

Information

　

戸
籍
は
、
日
本
人
の
出
生
か
ら
死
亡

ま
で
の
身
分
関
係
を
登
録
し
公
証
す
る

も
の
で
す
。
戸
籍
を
見
れ
ば
、
夫
婦
、

親
子
、
兄
弟
姉
妹
な
ど
の
関
係
が
分
か

り
ま
す
。

　

子
ど
も
が
生
ま
れ
た
と
き
、
結
婚
・

離
婚
す
る
と
き
、
家
族
が
亡
く
な
っ
た

と
き
な
ど
は
、
市
民
課（
市
役
所
1
階
）

ま
た
は
下
総
・
大
栄
支
所
市
民
福
祉
課

へ
、
左
表
の
通
り
届
け
出
を
し
て
く
だ

さ
い（
遠
山
・
赤
坂
分
室
で
は
受
け
付

け
で
き
ま
せ
ん
）。

　

届
け
出
を
す
る
と
き
は
、
次
の
こ
と

に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
出
生
届
…
名
前
に
用
い
る
こ
と
が
で

き
る
の
は
、
常
用
漢
字
・
人
名
用
漢

字
・
ひ
ら
が
な
・
カ
タ
カ
ナ

◦
死
亡
届
…
使
用
す
る
火
葬
場
を
決
め

て
か
ら
届
け
出
を
す
る

◦
婚
姻
届
…
届
書
に
証
人
2
人（
成
人

な
ら
誰
で
も
）の
署
名
・
押
印
が
必

要
。
未
成
年
者
が
婚
姻
す
る
と
き
は

父
母
の
同
意
書
が
必
要

◦
離
婚
届
…
協
議
離
婚
の
と
き
は
届
書

に
証
人
2
人（
成
人
な
ら
誰
で
も
）の

署
名
・
押
印
が
必
要
。
離
婚
後
も
婚

姻
中
の
氏
を
称
す
る
と
き
は
、
離
婚

後
3
カ
月
以
内
に
「
離
婚
の
際
に
称

し
て
い
た
氏
を
称
す
る
届
」
を
提
出

本
人
確
認

　

婚
姻
届
・
離
婚
届
・
養
子
縁
組
届
・

養
子
離
縁
届
・
認
知
届
を
提
出
す
る
と

き
は
、
届
け
出
に
来
た
人
の
本
人
確
認

を
し
ま
す
。

　

確
認
に
は
、
運
転
免
許
証
・
パ
ス

ポ
ー
ト
な
ど
の
提
示
を
お
願
い
し
ま
す

が
、
こ
れ
ら
の
証
明
書
が
な
い
場
合
に

は
、
受
理
後
、
本
人
あ
て
に
届
け
出
が

あ
っ
た
旨
の
通
知
を
し
ま
す
。

手
続
き
は

市
民
課
・
各
支
所
の
窓
口
で

戸
籍
の
届
け
出

休
日
の
届
け
出

　

時
間
外
受
付（
市
役
所
地
下
1
階
）で

預
か
り
、
翌
開
庁
日
に
市
民
課
で
審
査

後
、
受
理
し
ま
す
。
受
理
日
は
時
間
外

受
付
で
預
か
っ
た
日
と
な
り
ま
す
。
記

載
間
違
い
や
不
備
が
あ
っ
た
場
合
は
、

再
度
来
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
戸
籍
に
関
す
る
届
け
出
に
は
、
こ

の
ほ
か
に
転
籍
届
・
入
籍
届
・
認

知
届
・
帰
化
届
な
ど
が
あ
り
ま

す
。
く
わ
し
く
は
市
民
課（
☎
20
︲

1
5
2
5
）、
下
総
支
所
市
民
福
祉

課（
☎
96
︲
1
1
1
3
）、
大
栄
支
所

市
民
福
祉
課（
☎
73
︲
8
0
6
6
）へ
。

　

市
で
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険

者
が
15
日
以
上
継
続
し
て
入
院
し
、
差

額
ベ
ッ
ド
を
利
用
し
た
場
合
に
、
費
用

の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す（
本
人
の

所
得
制
限
あ
り
）。

助
成
限
度
額
＝
1
日
1
、
0
0
0
円
を

上
限
と
し
て
年
度
内
30
日
ま
で

申
請
に
必
要
な
も
の

◦
医
療
機
関
の
差
額
ベ
ッ
ド
料
の
証
明

（
申
請
書
の
「
証
明
書
欄
」
に
医
療

機
関
の
証
明
を
も
ら
う
）

◦
差
額
ベ
ッ
ド
料
金
の
領
収
書

◦
本
人
名
義
の
振
込
先
口
座

◦
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

◦
印
鑑

申
請
期
限
＝
差
額
ベ
ッ
ド
料
金
を
支

払
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
2
年

※
く
わ
し
く
は
保
険
年
金
課（
☎
20
︲

1
5
4
7
）へ
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

差
額
ベッ
ド
料
を

助
成
し
ま
す

戸籍の届け出
届け出 届出期間 届出人 届出場所 必要なもの

出
生
届

生まれた日か
ら14日以内

父・母

出生地、子の本籍
地または届出人の
所在地の市町村役
場

医師または助産師
の出生証明書、母
子健康手帳、印鑑 

（届出人）

死
亡
届

死亡の事実を
知った日から
7日以内

親族、同居者、家
主・地主・家屋管
理人・土地管理人
・後見人・保佐人
・補助人・任意後
見人

死亡地、死亡者の
本籍地または届出
人の所在地の市町
村役場

医 師 の 死 亡 診 断
書または死体検案
書、印鑑（届出人）

婚
姻
届

届け出をした
ときから効力
があります

夫・妻となる人
夫・妻の本籍地ま
たは所在地の市町
村役場

戸籍謄本1通ずつ、
印 鑑（夫・ 妻 各1
本、一方は旧姓）

離
婚
届

協
議
離
婚

届け出をした
ときから効力
があります

夫と妻
夫妻の本籍地また
は所在地の市町村
役場

戸籍謄本1通、印
鑑（夫・妻各1本）

裁
判
離
婚

調停成立また
は審判・判決
確定の日から
10日以内

申立人
夫妻の本籍地また
は届出人の所在地
の市町村役場

戸籍謄本1通、調
停調書の謄本また
は 審 判・ 判 決 書
の謄本と確定証明
書、印鑑（届出人）

12月の水道水の排水作業

作業日 予定地区 予定時間

12月6日㈪ 並木町地区
午後11時

〜

翌午前5時

　市水道部では水質維持のため、次の通り水道水の排水作業を行います。
　予定地区では、一時的に減水・濁りなどが発生することもありますので、ご了
承ください。受水槽を使用している場合は、万一に備え適切な措置をお願いします。

※くわしくは市水道部工務課（☎ 22-0269）へ。
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所
総
務
課
、
各
公
民
館
、
市
立
図
書
館
、

保
健
福
祉
館
、
三
里
塚
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
企
画
政
策
課（
☎
20
︲

1
5
0
0
）へ
。

　

12
月
4
日
〜
10
日
は
人
権
週
間
で

す
。
今
年
は
「
み
ん
な
で
築
こ
う 

人

権
の
世
紀
〜
考
え
よ
う 

相
手
の
気
持

ち 

育
て
よ
う 

思
い
や
り
の
心
〜
」
を

ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、
各
種
行
事
が
行
わ
れ

ま
す
。

　

市
で
は
、
毎
月
の
「
も
め
ご
と
・
な

や
み
ご
と
・
苦
情
相
談（
人
権
・
行
政

相
談
）」
を
人
権
週
間
に
合
わ
せ
て
次

の
通
り
行
い
ま
す
。
困
っ
て
い
る
事
や

心
配
事
な
ど
が
あ
っ
た
ら
、
ぜ
ひ
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。

日
時
＝
12
月
7
日
㈫ 

午
前
10
時
〜
午

後
3
時

会
場
＝
市
役
所
2
階
相
談
室

相
談
内
容
＝
い
じ
め
・
親
子
・
相
続
・

名
誉
・
差
別
な
ど
の
問
題

相
談
員
＝
人
権
擁
護
委
員
、
行
政
相
談

委
員

※
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
。
く
わ
し

く
は
市
民
協
働
課
市
民
相
談
室（
☎

20
︲
1
5
0
7
）へ
。

◦
自
転
車
の
か
ご
に
は
防
犯
ネ
ッ
ト
を

取
り
付
け
る

◦
銀
行
や
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
か
ら
財
布
を

し
ま
い
な
が
ら
出
る
な
ど
、
人
前
で

財
布
を
見
せ
る
こ
と
を
避
け
る

空
き
巣
対
策

◦
長
期
間
留
守
に
す
る
と
き
は
新
聞
配

達
を
止
め
、
郵
便
物
は
近
所
の
人
に

預
か
っ
て
も
ら
う

◦
ワ
ン
ド
ア
ツ
ー
ロ
ッ
ク
を
心
掛
け
、

窓
に
は
補
助
錠
や
防
犯
フ
ィ
ル
ム
な

ど
を
施
す

◦
留
守
宅
に
訪
問
者
が
あ
っ
た
ら
声
を

掛
け
る

※
く
わ
し
く
は
成
田
警
察
署（
☎
27
︲

0
1
1
0
）へ
。

　

総
合
5
か
年
計
画（
素
案
）に
つ
い
て
、

9
月
16
日
〜
30
日
に
実
施
し
た
パ
ブ

リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
結
果
が
ま
と
ま
り

ま
し
た
の
で
公
表
し
ま
す
。

意
見
提
出
件
数
＝
31
件

　

寄
せ
ら
れ
た
意
見
と
市
の
考
え
方
は
、

企
画
政
策
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://

w
w
w
.city.narita.chiba.jp/sisei/

sosiki/kikaku/index0003.htm
l

）、

企
画
政
策
課（
市
役
所
3
階
）、
行
政
資

料
室（
市
役
所
1
階
）、
下
総
・
大
栄
支

窓
口
に
提
出
す
る
か
、
E
メ
ー
ル
・

F
A
X
・
郵
送
で
学
校
給
食
セ
ン

タ
ー（
E
メ
ー
ルkyushoku@

city.
narita.chiba.jp 

F
A
X
2
7
‐

2
5
4
1 

〒
2
8
6
‐
0
0
1
1 

玉
造
1
‐
14
）へ

結
果
の
公
表
＝
市
の
考
え
と
共
に
後
日
、

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

な
ど
に
掲
載

※
く
わ
し
く
は
同
セ
ン
タ
ー（
☎
27
︲

9
4
4
9
）へ
。

　

12
月
10
日
㈮
〜
31
日
㈮
に
県
下
一
斉

に
「
ち
ょ
っ
と
待
て
‼ 

た
っ
た
一
杯 

危
険
は
い
っ
ぱ
い
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、

冬
の
交
通
安
全
運
動
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

今
回
の
重
点
目
標
は
次
の
3
つ
で
す
。

◦
飲
酒
運
転
の
根
絶

◦
高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止

◦
自
転
車
の
安
全
利
用
の
推
進

　

も
う
一
度
、
交
通
安
全
の
原
点
に
立

ち
返
り
、
交
通
ル
ー
ル
を
守
り
、
お
互

い
に
譲
り
合
い
の
心
を
持
つ
こ
と
が
大

切
で
す
。

※
く
わ
し
く
は
交
通
防
犯
課（
☎
20
︲

1
5
2
7
）へ
。

　

警
察
で
は
12
月
10
日
㈮
〜
1
月
3
日

㈪
に
年
末
年
始
特
別
警
戒
取
り
締
ま
り

を
実
施
し
ま
す
。
期
間
中
、
パ
ト
ロ
ー

ル
や
交
通
取
り
締
ま
り
な
ど
を
強
化
し

ま
す
。
楽
し
い
年
末
年
始
を
過
ご
す
た

め
、
犯
罪
被
害
に
遭
わ
な
い
よ
う
に
注

意
し
ま
し
ょ
う
。

ひ
っ
た
く
り
対
策

◦
バ
ッ
グ
は
車
道
と
反
対
側
に
持
つ

冬
の
交
通
安
全
運
動

ル
ー
ル
を
守
っ
て

事
故
防
止

総
合
5
か
年
計
画（
素
案
）

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の

結
果
を
公
表
し
ま
す

も
め
ご
と
・
な
や
み
ご
と
・
苦
情
相
談

人
権
週
間
に
実
施
し
ま
す

　

市
で
は
、
学
校
給
食
施
設
の
整
備
を

計
画
的
に
進
め
る
た
め
、
実
施
計
画
を

策
定
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
度
、
計
画
の
案
が
ま
と
ま
り
ま

し
た
の
で
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
公
表
し
、

意
見
を
募
集
し
ま
す
。

募
集
期
間
＝
12
月
15
日
㈬
〜
28
日
㈫

閲
覧
場
所
＝
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
、
同

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://w

w
w
.

city.narita.chiba.jp/sisei/
sosiki/kyushoku/index0004.
htm
l

）、
行
政
資
料
室（
市
役
所
1

階
）、
下
総
・
大
栄
支
所
総
務
課
、

各
公
民
館
、
市
立
図
書
館
、
保
健
福

祉
館
、
三
里
塚
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー

提
出
方
法
＝
閲
覧
場
所
に
あ
る
様
式
に

必
要
事
項
を
書
い
て
、
閲
覧
場
所
の

学
校
給
食
施
設
整
備
実
施
計
画

案
に
対
す
る

意
見
を
募
集
し
ま
す

年
末
年
始

特
別
警
戒
取
り
締
ま
り
を

実
施
し
ま
す

【11月1日〜15日】
市長日誌

防犯灯の寄贈を受ける（10日）

1日 決算特別委員会（2日も）
2日 市民パークゴルフ大会
3日 市民ペタンク大会

文化祭ソフトテニス大会
4日 防犯まちづくり推進協議会
5日「首都圏中央連絡自動車道建設

促進県民会議」駅頭キャンペーン
6日 防火ポスター展表彰式

区長会研修会
7日 成田POPラン大会

成人式実行委員会議
8日 全国地芝居サミットin成田第1

回実行委員会
9日 知事と市町村長との意見交換会

10日 防犯灯寄贈式
11日 秋季グラウンド・ゴルフ大会

航空機災害訓練
納税表彰式

12日 関東音楽教育研究会千葉大会
全体会
韓国仁川広域市中区庁長訪問
団・サッカー選手団表敬訪問

13日 成田市民体育大会空手道競技
の部
大栄ふるさと文化まつり

14日 フォーラム・イン・ナリタ
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下
水
道
は
、
自
然
や
人
々
の
生
活
環

境
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
公
共
の
財
産

で
す
。
排
水
設
備
に
野
菜
く
ず
、
残
飯
、

天
ぷ
ら
油
、
合
成
洗
剤
、
ア
ル
コ
ー
ル
、

ガ
ソ
リ
ン
、
雨
水
、
水
に
溶
け
な
い
紙
、

紙
お
む
つ
、
た
ば
こ
、
ガ
ム
、
ビ
ニ
ー

ル
を
流
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

　

排
水
設
備
は
、
利
用
者
の
皆
さ
ん
に

維
持
管
理
を
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

も
し
詰
ま
っ
て
修
理
を
依
頼
す
る
と
、

多
額
の
費
用
が
掛
か
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
日
ご
ろ
か
ら
正
し
い
使
用
・
点
検

を
お
願
い
し
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
下
水
道
課（
☎
20
︲
1 

5
5
3
）へ
。

　

空
き
地
の
雑
草
を
伸
び
放
題
に
し
て

お
く
と
、
ご
み
の
捨
て
場
所
や
害
虫
類

の
発
生
原
因
と
な
り
、
周
囲
に
迷
惑
が

掛
か
り
ま
す
。
ま
た
、
通
行
の
障
害
や

火
災
の
原
因
と
な
り
、
他
人
に
思
わ
ぬ

被
害
を
及
ぼ
し
ま
す
。

　

市
で
は
、
条
例
に
よ
り
空
地
の
適
正

管
理
を
定
め
て
い
ま
す
。
所
有
者
は
周

囲
の
迷
惑
に
な
ら
な
い
よ
う
早
め
に
草

を
刈
る
な
ど
、
し
っ
か
り
と
し
た
土
地

管
理
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

※
市
で
は
、
草
刈
機
を
無
料（
刈
刃
と

燃
料
は
個
人
負
担
）で
貸
し
出
し
し

て
い
ま
す
。
く
わ
し
く
は
環
境
対
策

課（
☎
20
︲
1
5
3
2
）へ
。

　

12
月
10
日
〜
16
日
は
「
北
朝
鮮
人
権

侵
害
問
題
啓
発
週
間
」
で
す
。

　

北
朝
鮮
当
局
に
よ
る
人
権
侵
害
へ
の

対
処
が
国
際
社
会
を
挙
げ
て
取
り
組
む

べ
き
課
題
と
さ
れ
る
中
、
こ
の
問
題
に

対
す
る
関
心
を
持
ち
、
認
識
を
深
め
て

い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

※
く
わ
し
く
は
県
政
策
企
画
課
政
策

推
進
室（
☎
0
4
3
︲
2
2
3
︲
2 

4
4
8
）へ
。

　

特
定
空
港
周
辺
航
空
機
騒
音
対
策
特

別
措
置
法
の
規
定
に
基
づ
く
「
航
空
機

騒
音
対
策
基
本
方
針
」
の
変
更
案
が
次

の
通
り
縦
覧
で
き
ま
す
。

日
時
＝
12
月
10
日
㈮
〜
24
日
㈮（
土
・

日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
） 

午
前
9
時

〜
午
後
5
時

場
所
＝
市
空
港
地
域
振
興
課（
市
役
所

3
階
）、
下
総
・
大
栄
支
所
総
務
課
、

県
空
港
地
域
振
興
課（
県
庁
本
庁
舎

10
階
）

意
見
書
の
提
出
＝
こ
の
案
に
意
見
の
あ

る
人
は
、
12
月
10
日
㈮
〜
1
月
6
日

㈭
に
意
見
書
を
提
出
で
き
ま
す（
提

出
方
法
な
ど
は
縦
覧
場
所
に
掲
示
）

※
く
わ
し
く
は
市
空
港
地
域
振
興
課

（
☎
20
︲
1
5
2
0
）ま
た
は
県
空

港
地
域
振
興
課（
☎
0
4
3
‐
2 

2 

3
‐
2
2
8
0
）へ
。

　

12
月
は
ト
イ
レ
の
く
み
取
り
依
頼
が

集
中
す
る
た
め
、
希
望
日
に
作
業
が
で

き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
年
内
に
作

業
を
希
望
す
る
人
は
、
12
月
17
日
㈮
ま

で
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
18
日
㈯

以
降
の
申
し
込
み
は
、
年
明
け
の
作
業

と
な
り
ま
す
。
早
め
の
連
絡
・
く
み
取

り
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
環
境
衛
生
課（
☎
20
︲

1
5
3
1
）へ
。

暮

ら

し

の

お

知

ら

せ

Information

北
朝
鮮
人
権
侵
害
問
題
啓
発
週
間

関
心
を
持
ち

認
識
を
深
め
て

航
空
機
騒
音
対
策
基
本
方
針

変
更
案
を
縦
覧
で
き
ま
す

空
き
地
の
管
理

周
囲
へ
の
迷
惑
に

な
ら
な
い
よ
う
に

ト
イ
レ
の
く
み
取
り

年
末
は
込
み
合
う
の
で

早
め
に
申
し
込
み
を

下
水
道

日
ご
ろ
か
ら

正
し
い
使
用
・
点
検
を

下総・大栄を除く地区 下総・大栄地区

ごみ収集
年末 12月31日㈮まで 12月29日㈬まで

年始 1月3日㈪から（図の成田①地区は、1月中の収集は夜間。午後6時までに集
積所にごみを出してください。そのほかの地区は午前8時30分までに集積所へ） 1月4日㈫から

直接搬入

いずみ清掃工場　☎36-1689
「燃やせるごみ」
リサイクルプラザ　☎36-1000

「ビニール・プラスチック類」
「ビン・カン・ガラス」
「金物・陶磁器類」
年末
12月31日㈮まで（日曜日を除く）
午前8時30分〜正午
午後1時〜4時30分
年始
1月1日（土・祝）・2日㈰ 午後6時〜9時
1月3日㈪〜31日㈪（日曜日を除く） 午前8時30分〜正午、午後1時〜4時30分、
午後6時〜9時
1月9日㈰・16日㈰・23日㈰・30日㈰は休業
2月1日㈫から通常通り

伊地山クリーンセンター
☎0478-59-2148

「可燃ごみ」「ビン・カン」「不燃ごみ」（搬入券が
必要。搬入券は各支所農産土木課で配布）

「ペットボトル」は直接搬入できません。リサイクル
を促進するため許可業者に委託するなどしてくだ
さい。
年末
12月29日㈬まで（土・日曜日を除く） 午前9時〜
正午、午後1時〜4時
粉砕が必要な木材などは12月17日㈮ 午後3時
30分まで
年始
1月4日㈫から（土・日曜日を除く） 午前9時〜正
午、午後1時〜4時

粗大ごみ

いずみ清掃工場（申し込み制）　☎36-1689
年末
12月28日㈫まで（土・日曜日、祝日を除く。申し込みが込み合うので収集が
年明けになることがあります）
年始
1月4日㈫から（土・日曜日、祝日を除く）

伊地山クリーンセンター（直接搬入）
☎0478-59-2148  （搬入券が必要）
年末
12月29日㈬まで（土・日曜日を除く）
年始
1月4日㈫から（土・日曜日を除く）
時間は直接搬入の欄を参考にしてください

年末年始のごみ処理

※年末年始はごみ処理施設が大変混雑しますので、早めの搬入をお願いします。くわしくはクリーン推進課（☎20-1530）へ。

●

●

市役所市役所

京成成田駅京成成田駅JR成田駅JR成田駅

サウンドハウス・
スポーツセンター
（中台運動公園）

サウンドハウス・
スポーツセンター
（中台運動公園）

西口大通り西口大通り

成田小 仲町
幸町本町
上町 東町
花崎町

田町
○文

○文

○文

成田高

51

408

寺台
文化会館

土屋成田中

ウイング土屋

成田①

大谷津
運動公園

至香取
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